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《上海綜合保税区管理委員会：「十二五」期間における財政補助、

経済発展の若干意見》～その３（本部経済） 
 

前回に引き続き《上海綜合保税区管理委員会の「十二五」期間における財政補助、経済

発展の若干意見》1についてご紹介します。今回は本部経済に従事する企業、いわゆる地域

本部及び運営センターに該当する企業についてご紹介します。 

 

なお、補助額は新区が留保する税収をベースとしますが、具体的には次の通りです。 

 

地方税収 
還付額 還付額 税種（税率） 国家税収 

上海市 浦東新区 （100%） （50%） 

増値税（17％） 12.75％ 1.7％ 2.55％ 2.55％ 1.275％ 

企業所得税（25％） 15％ 4.0％ 6.0％ 6.0％ 3.0% 

営業税（5％） 0％ 2％ 3% 3％ 1.5％ 

個人所得税（5％～

45％） 
納付額の 60％ 12％ 28％ 納付額の

28％ 

納付額の

14％ 

 

 

１．新たに誘致された運営センター企業 

 

税目 当初3年 その後2年 

増値税 

営業税 

企業所得税 

100% 50% 

 

当初3年間及びその後2年間について上記のとおり新区留保部分について財政補助が与え

られます。また、50％の補助を享受する期間、すなわち最後の2年間において、増値税また

                                                   
1 滬綜保管[2010]78 号 
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は営業税、企業所得税の新区留保部分の前期比増加分に対して上記とは別に70％の補助が

与えられます。 

 

 

２．新たに認定を受けて運営センターとなる既存企業 

 

増値税または営業税、企業所得税について、新区が留保するベース部分に50％の補助が

与えられるのに加えて、新区留保分の増量を形成する部分（留保するベース部分を上回る

部分）について、以下の補助が与えられます。 

 

税目 当初3年 その後2年 

増値税 

営業税 

企業所得税 

100% 50% 

 

また、50％の補助を享受する期間、すなわち最後の2年間において、増値税または営業税、

企業所得税の新区留保部分の前期比増加分に対して上記とは別に70％の補助が与えられま

す。 

 

 

３．多国籍企業の地域本部、運営センター企業 

 

業務モデルの転換または機能のレベルアップ、吸収合併またはその他業務の新たな増加

により一定規模に達した場合、次のような補助が受けられます。 

 

税目 当初2年 

増値税 

営業税 

企業所得税 

100% 

 

吸収合併、業務の新規増加の過程で発生する運営費用に対して一定の補助が与えられま

す。詳細内容について本通知では言及されていません。 

  

また、運営センター企業として認定された企業と同じく、多国籍企業の地域本部に関し

ても、50％の補助を享受する期間、すなわち最後の2年間において、増値税または営業税、

企業所得税の新区留保部分の前期比増加分に対して上記とは別に70％の補助が与えられま

す。 

 

新規誘致、新規認定された多国籍企業の地域本部に対して、市区両級の政策を既に享受



 3 

している場合、運営センター政策に基づいてその政策を引き続き享受することができます。 

 

 

４．「十一五」期間に既に認定された多国籍企業の地域本部、運営センター等の重点企業 

 

「十一五」外高橋保税区の財政補助計画に規定年限がある場合、政策が規定する年限に

従って期限満了まで享受し、政策期間満了後、相応する類型に従って補助政策を享受する

ことができます。  

 

 

５．多国籍企業の地域本部、貿易類運営センター等の重点企業 

 

サービス類収入が一定規模に達した後、営業税の新区留保部分について50％の補助が与

えられます。  

 

 

６．管理人員・個人向けの補助 
 

多国籍企業の地域本部、運営センターのミドルクラス以上の管理人員に対して一定の奨

励補助金が与えられます。また、年度において突出した貢献のある重点企業のコア人員に

一定の奨励補助が与えられます。しかしながら、いずれついても現在のところ具体的な補

助内容は明確になっておりません。 

 
 
７．その他補助 

  
その他の主な補助として利息に対する特定補助というものがあり、補助範囲に組み入れ

られる重点企業に対しても同様の特定補助が与えることができるとされております。  

 
 

以   上 

 
 
 
＊弊社ウェブサイト（http://www.jris.com.cn/）でバックナンバーをご覧頂くことができます。 
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１． 税制、法律、外貨管理制度等は中国当局により変更されることがございますので参考資料としてご利用ください。 
２． 本資料は、作成日時点で弊社が入手し得る資料及び一般に信頼できると思われる情報源に基づいて作成されたもの

ですが、情報の正確性、完全性につきましては、弊社で保証するものではありません。本資料の内容につきまして

は、あくまで弊社の意見を示すものに過ぎません。また、本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段

を問わず、無断で複製または転送などを行わないようお願いいたします。 
 

  


